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議
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
辻󠄀
元
清
美
君
提
出
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
「
公
務
員
の
告
発
義
務
」
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
は
、
「
官
吏
又
は
公
吏
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
右
の

要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
公
務
員
に
は
告
発
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
答
弁
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
須
田
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員

部
長
（
当
時
）
が
「
地
方
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
・
・
・
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
正
当
な
理
由
な
く
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
懲

戒
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
た
答
弁
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
が
、
正
当
な
理
由
な
く
刑
事
訴
訟
法

第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に



 

２ 

 

該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

一
の
３
及
び
４
に
つ
い
て 

 
 

法
務
事
務
次
官
、
法
務
省
大
臣
官
房
長
、
同
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
、
同
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
、
同
省
刑
事
局
長
及
び

同
省
刑
事
局
総
務
課
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
官
吏
又
は
公
吏
」
に
該

当
す
る
と
考
え
て
お
り
、
同
項
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
者
に
は
告
発
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。 

 
 

検
事
総
長
は
、
捜
査
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
「
官
吏
又
は
公
吏
」
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
５
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
の
２
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
一
般
論
と
し
て
、
国
家
公
務
員
法
の
適
用
を
受
け
る

国
家
公
務
員
が
、
正
当
な
理
由
な
く
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公

務
員
法
第
八
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

個
別
具
体
的
な
事
案
に
お
け
る
告
発
の
有
無
及
び
告
発
義
務
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
捜
査
機
関
の
活
動
内
容

に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


